
JP 2010-529721 A 2010.8.26

10

(57)【要約】
　簡単には、一実施形態によれば、信号を送信する方法
が提供される。信号波形は、少なくとも２個のそれぞれ
のセクタから送信される。これらの少なくとも２個のそ
れぞれのセクタは、セクタのスーパーセットの少なくと
も２個の異なるセットからである。これらの送信された
信号波形は、少なくとも特定の信号の次元において、少
なくともほぼ相互に直交な信号波形を含む。かかる実施
形態の利点は、例えば、低減された信号干渉である。
【選択図】図１



(2) JP 2010-529721 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　信号を送信する方法であって、
　少なくとも２個のそれぞれのセクタから信号波形を送信することを備え、前記少なくと
も２個のそれぞれのセクタが、セクタのスーパーセットの中の少なくとも２個の異なるセ
ットからのものであり、前記送信された信号波形が、少なくとも特定の信号の次元におい
て、少なくともほぼ相互に直交な信号波形を備える方法。
【請求項２】
　前記信号の次元が、以下の信号の次元、すなわち、時間、周波数、位相、振幅、拡散符
号、信号強度、またはそれらの任意の組合せのうちの少なくとも１つを備える、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記送信された信号波形の伝送が、少なくとも特定の信号の次元において、少なくとも
ほぼ相互に直交でない信号波形の伝送に比べて、低減された干渉を有する、請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
　それぞれのセクタから送信された信号波形が、少なくとも特定の信号の次元において、
少なくとも相互に直交である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　セクタの前記セットが、セクタの前記スーパーセットの中の互いに重複しない複数のセ
ットを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記信号波形を送信することが、複数のセクタから複数の信号波形を送信することを備
え、前記複数のセクタが、セクタのスーパーセットの中の複数の異なるセットからのもの
であり、前記送信された信号波形が、時分割多重されたＴＤＭ信号波形を備える、請求項
１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＴＤＭ信号波形が、特定のセルセクタに関連する専用のタイムスロット内で送信さ
れたＨＤＰ信号を備える、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＴＤＭ信号波形が、特定のセルセクタに関連するタイムスロット内で擬似ランダム
に送信されたＨＤＰ信号を備える、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記信号波形を送信することが、複数のセクタから複数の信号波形を送信することを備
え、前記複数のセクタが、セクタのスーパーセットの中の複数の異なるセットからのもの
であり、前記送信された信号波形が、周波数分割多重されたＦＤＭ信号波形を備える、請
求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ＦＤＭ信号波形が、特定のセルセクタに関連する周波数で擬似ランダムに送信され
たＨＤＰ信号を備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＦＤＭ信号波形が、特定のセルセクタに関連する専用の周波数で送信されたＨＤＰ
信号を備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記信号波形を送信することが、複数のセクタから複数の信号波形を送信することを備
え、前記複数のセクタが、セクタのスーパーセットの中の複数の異なるセットからのもの
であり、前記送信された信号波形が、ＯＦＤＭ信号波形を備える、請求項１に記載の方法
。
【請求項１３】
　前記ＯＦＤＭ信号波形が、特定のセルセクタに関連する周波数、および／またはタイム
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スロット内において擬似ランダムに送信されたＨＤＰ信号を備える、請求項１２に記載の
方法。
【請求項１４】
　前記ＯＦＤＭ信号波形が、特定のセルセクタに関連する専用の周波数、および／または
専用のタイムスロット内において送信されたＨＤＰ信号を備える、請求項１２に記載の方
法。
【請求項１５】
　前記信号波形の伝送の相互に直交である態様が設定されることが可能な、請求項３に記
載の方法。
【請求項１６】
　前記信号波形の伝送の相互に直交である態様が修正されることが可能な、請求項３に記
載の方法。
【請求項１７】
　測位位置において信号を受信する方法であって、
　少なくとも２個のそれぞれのセクタから送信されている少なくとも２つのそれぞれの信
号波形を受信することを備え、前記少なくとも２個のそれぞれのセクタが、セクタのスー
パーセットの中の複数の異なるセットからのものであり、前記送信された信号波形が、少
なくとも特定の信号の次元において、少なくともほぼ相互に直交な信号波形を備える方法
。
【請求項１８】
　それぞれのセクタから送信された信号波形が、少なくとも特定の信号の次元において、
少なくとも相互に直交である、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　セクタの前記セットが、セクタの前記スーパーセットの中の互いに重複しない複数のセ
ットを備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記信号の次元が、以下の信号の次元、すなわち、時間、周波数、位相、振幅、拡散符
号、信号強度、またはそれらの任意の組合せのうちの少なくとも１つを備える、請求項１
７に記載の方法。
【請求項２１】
　前記送信された信号波形の伝送が、少なくとも特定の信号の次元において、少なくとも
ほぼ相互に直交でない信号波形の伝送に比べて、低減された干渉を有する、請求項２０に
記載の方法。
【請求項２２】
　前記信号波形を受信している受信機の測位位置を推定するために、前記受信された信号
波形を処理することをさらに備える、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記受信された信号波形に少なくとも一部基づいて、測位位置情報をＰＤＥに送信する
ことをさらに備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２４】
　前記信号波形を受信することが、複数のセクタから送信されている複数の信号波形を受
信することを備え、前記複数のセクタが、セクタのスーパーセットの異なるセットからで
あり、前記送信された信号波形が、時分割多重されたＴＤＭ信号波形を備える、請求項２
２に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ＴＤＭ信号波形が、特定のセルセクタに関連する専用のタイムスロット内で送信さ
れたＨＤＰ信号を備える、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記ＴＤＭ信号波形が、特定のセルセクタに関連するタイムスロット内で擬似ランダム
に送信されたＨＤＰ信号を備える、請求項２４に記載の方法。
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【請求項２７】
　前記信号波形が、複数のセクタからの複数の信号波形を備え、前記複数のセクタが、セ
クタのスーパーセットの中の複数の異なるセットからのものであり、前記送信された信号
波形が、周波数分割多重されたＦＤＭ信号波形を備える、請求項２２に記載の方法。
【請求項２８】
　前記ＦＤＭ信号波形が、特定のセルセクタに関連する専用の周波数で送信されたＨＤＰ
信号を備える、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記ＦＤＭ信号波形が、特定のセルセクタに関連する周波数で擬似ランダムに送信され
たＨＤＰ信号を備える、請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　前記信号波形が、複数のセクタからの複数の信号波形を備え、前記複数のセクタが、セ
クタのスーパーセットの中の複数の異なるセットからのものであり、前記信号波形が、Ｏ
ＦＤＭ信号波形を備える、請求項２２に記載の方法。
【請求項３１】
　前記ＯＦＤＭ信号波形が、特定のセルセクタに関連する専用の周波数、および／または
専用のタイムスロットにおいて送信されたＨＤＰ信号を備える、請求項３０に記載の方法
。
【請求項３２】
　前記ＯＦＤＭ信号波形が、特定のセルセクタに関連する周波数、および／またはタイム
スロットにおいて擬似ランダムに送信されたＨＤＰ信号を備える、請求項３０に記載の方
法。
【請求項３３】
　前記複数の信号波形の後に前記受信機によって受信された追加の送信された信号波形を
処理することによって、前記受信機の前記測位位置をより正確に推定することをさらに備
える、請求項２２に記載の方法、
　ここで、前記少なくとも１つの信号の次元は時間を備える。
【請求項３４】
　前記少なくとも１つの信号の次元が、第２の信号の次元を含み、前記第２の信号の次元
が周波数を備える、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記信号波形の伝送の相互に直交である態様が設定されることが可能な、請求項２１に
記載の方法。
【請求項３６】
　前記信号波形の伝送の相互に直交である態様が修正されることが可能な、請求項２１に
記載の方法。
【請求項３７】
　信号伝送同士の間の干渉を低減する方法であって、
　様々な位置から信号伝送を放射することを備え、前記信号伝送が、特定の信号の次元に
おいて、ほぼ相互に直交であり、複数の前記位置が、異なる数のサブグループに区分され
ている方法。
【請求項３８】
　前記信号伝送が、以下の信号の次元、すなわち、時間、周波数、位相、振幅、拡散符号
、信号強度またはそれらの任意の組合せのうちの少なくとも１つにおいて、ほぼ相互に直
交である、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記信号伝送が、少なくとも１つの信号の次元において相互に直交である、請求項３７
に記載の方法。
【請求項４０】
　前記信号伝送が、以下の信号の次元、すなわち、時間、周波数、位相、振幅、拡散符号



(5) JP 2010-529721 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

、またはそれらの任意の組合せのうちの少なくとも１つにおいて、相互に直交である、請
求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記信号伝送の相互に直交である態様が設定されることが可能な、請求項４０に記載の
方法。
【請求項４２】
　前記信号伝送の相互に直交である態様が修正されることが可能な、請求項４０に記載の
方法。
【請求項４３】
　ある位置から信号伝送を放射するように構成された信号送信機を備えた装置であって、
　特定の信号の次元において、前記信号伝送が、１つまたは複数の他の位置から放射して
いる信号伝送とはほぼ相互に直交になるように放射され、複数の前記位置が、異なる数の
サブグループに区分されている装置。
【請求項４４】
　放射されることになる前記信号伝送が、以下の信号の次元、すなわち、時間、周波数、
位相、振幅、拡散符号、信号強度、またはそれらの任意の組合せのうちの少なくとも１つ
において、ほぼ相互に直交である、請求項４３に記載の装置。
【請求項４５】
　少なくとも２個のそれぞれのセクタから送信されている少なくとも２つのそれぞれの信
号波形を処理するために動作可能な受信機を備えた移動局であって、
　前記少なくとも２個のそれぞれのセクタが、セクタのスーパーセットの中の複数の異な
るセットからのものであり、前記送信された信号波形が、少なくとも特定の信号の次元に
おいて、少なくともほぼ相互に直交な信号波形を備える移動局。
【請求項４６】
　前記信号の次元が、以下の信号の次元、すなわち、時間、周波数、位相、振幅、拡散符
号、信号強度、またはそれらの任意の組合せのうちの少なくとも１つを備える、請求項４
５に記載の移動局。
【請求項４７】
　前記送信された信号波形の伝送が、少なくとも特定の信号の次元において、少なくとも
ほぼ相互に直交でない信号波形の伝送に比べて、低減された干渉を有する、請求項４６に
記載の移動局。
【請求項４８】
　少なくとも１つのセクタ位置から信号波形を送信するように構成された送信機を備える
装置であって、少なくとも特定の信号の次元において、前記送信された信号波形が、１つ
または複数の他のセクタ位置から送信されることになる信号波形とは少なくともほぼ相互
に直交な信号波形を備え、前記少なくとも２つのそれぞれのセクタ位置が、セクタ位置の
スーパーセットの中の少なくとも２個の異なるセットからのものである装置。
【請求項４９】
　送信されることになる前記信号波形の前記信号の次元が、以下の信号の次元、すなわち
、時間、周波数、位相、振幅、拡散符号、信号強度、またはそれらの任意の組合せのうち
の少なくとも１つを備える、請求項４８に記載の装置。
【請求項５０】
　前記送信された信号波形の伝送が、少なくとも特定の信号の次元において、少なくとも
ほぼ相互に直交でない信号波形の伝送に比べて、低減された干渉を有する、請求項４９に
記載の装置。
【請求項５１】
　信号を送信するための手段を備えた装置であって、
　信号を送信するための前記手段が、ある位置から信号伝送を放射するように構成され、
信号を送信するための前記手段が、特定の信号の次元において、１つまたは複数の他の位
置からの信号伝送とはほぼ相互に直交である信号伝送を生み出すための手段を備え、複数
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の前記位置が、異なる数のサブグループに区分されている装置。
【請求項５２】
　前記信号伝送が、以下の信号の次元、すなわち、時間、周波数、位相、振幅、拡散符号
、信号強度、またはそれらの任意の組合せのうちの少なくとも１つにおいて、ほぼ相互に
直交である、請求項５１に記載の装置。
【請求項５３】
　少なくとも２つのそれぞれの信号波形を受信するための手段と、前記少なくとも２つの
それぞれの信号波形を処理するための手段とを備えた移動局であって、前記少なくとも２
つのそれぞれの信号波形が、少なくとも２個のそれぞれのセクタから送信されており、前
記少なくとも２個のそれぞれのセクタが、セクタのスーパーセットの中の複数の異なるセ
ットからのものであり、前記送信された信号波形が、少なくとも特定の信号の次元におい
て、少なくともほぼ相互に直交な信号波形を備える移動局。
【請求項５４】
　前記信号の次元が、以下の信号の次元、すなわち、時間、周波数、位相、振幅、拡散符
号、信号強度、またはそれらの任意の組合せのうちの少なくとも１つを備える、請求項５
３に記載の移動局。
【請求項５５】
　前記送信された信号波形の伝送が、少なくとも特定の信号の次元において、少なくとも
ほぼ相互に直交でない信号波形の伝送に比べて、低減された干渉を有する、請求項５４に
記載の移動局。
【請求項５６】
　信号を送信するための手段を備えた装置であって、
　信号を送信するための前記手段が、少なくとも１つのセクタ位置から信号波形を送信す
るように構成され、少なくとも特定の信号の次元において、前記送信された信号波形が、
１つまたは複数の他のセクタ位置から送信されることになる信号波形とは少なくともほぼ
相互に直交である信号波形を備え、前記セクタ位置が、セクタ位置のスーパーセットの中
の少なくとも２個の異なるセットからのものである装置。
【請求項５７】
　前記送信された信号波形の伝送が、少なくとも特定の信号の次元において、少なくとも
ほぼ相互に直交でない信号波形の伝送に比べて、低減された干渉を有する、請求項５６に
記載の装置。
【請求項５８】
　実行された際に、少なくとも２個のそれぞれのセクタから信号波形を送信するようにコ
ンピューティングプラットフォームに対して指令する命令を格納している記憶媒体を備え
た物品であって、前記少なくとも２個のそれぞれのセクタが、セクタのスーパーセットの
中の少なくとも２個の異なるセットからのものであり、前記送信された信号波形が、少な
くとも特定の信号の次元において、少なくともほぼ相互に直交である信号波形を備える物
品。
【請求項５９】
　前記信号の次元が、以下の信号の次元、すなわち、時間、周波数、位相、振幅、拡散符
号、信号強度、またはそれらの任意の組合せのうちの少なくとも１つを備える、請求項５
８に記載の物品。
【請求項６０】
　前記送信された信号波形の伝送が、少なくとも特定の信号の次元において、少なくとも
ほぼ相互に直交でない信号波形の伝送に比べて、低減された干渉を有する、請求項５９に
記載の物品。
【請求項６１】
　実行された際に、少なくとも２個のそれぞれのセクタから送信されている、少なくとも
２つのそれぞれの受信された信号波形を処理するようにコンピューティングプラットフォ
ームに対して指令する命令を格納している記憶媒体を備えた物品であって、前記少なくと
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も２個のそれぞれのセクタが、セクタのスーパーセットの中の複数の異なるセットからの
ものであり、前記送信された信号波形が、少なくとも特定の信号の次元において、少なく
ともほぼ相互に直交な信号波形を備える物品。
【請求項６２】
　前記信号の次元が、以下の信号の次元、すなわち、時間、周波数、位相、振幅、拡散符
号、信号強度、またはそれらの任意の組合せのうちの少なくとも１つを備える、請求項６
１に記載の物品。
【請求項６３】
　前記送信された信号波形の伝送が、少なくとも特定の信号の次元において、少なくとも
ほぼ相互に直交でない信号波形の伝送に比べて、低減された干渉を有する、請求項６２に
記載の物品。
【請求項６４】
　実行された場合、特定の信号の次元において、１つまたは複数の他の位置から送信され
ることになる信号波形とはほぼ相互に直交となる信号伝送をある位置から送信するように
送信機に対して指令する命令を格納している記憶媒体を備えた物品であって、複数の前記
位置が、異なる数のサブグループに区分されている物品。
【請求項６５】
　前記信号伝送が、以下の信号の次元、すなわち、時間、周波数、位相、振幅、拡散符号
、信号強度、またはそれらの任意の組合せのうちの少なくとも１つにおいて、ほぼ相互に
直交である、請求項６４に記載の物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許出願は、それらのすべてが、現在特許請求されている主題の譲受人に譲渡され、
参照により、その全体が本明細書に組み込まれている、２００７年５月１８日に出願され
た、米国仮特許出願第６０／９３９，０３５号、２００７年１０月５日に出願された、米
国仮特許出願第６０／９７８，０６８号、２００７年１２月１８日に出願された、米国仮
特許出願第６１／０１４，７０６号、２００８年３月２１日に出願された、米国仮特許出
願第６１／０３８，６６０号、２００７年１２月２１日に出願された、米国仮特許出願第
６１／０１６，１０１号の優先権を主張する。さらに、この特許出願は、それらの両方が
、現在特許請求されている主題の譲受人に譲渡され、参照により、その全体が組み込まれ
ている、Ｗｕらによって、２００８年５月１に出願された、「Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｐｉｌ
ｏｔ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｒ」という表題の米国特許出願第１２／１１３，９
０３号、およびＡｔｔａｒらによって、２００８年５月１日に出願された、「Ｐｏｓｉｔ
ｉｏｎ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ
　Ｓｙｓｔｅｍ」という表題の米国特許出願第１２／１１３，８１０号と同時に出願され
ている。
【０００２】
　この開示は、無線通信システムまたはその他のシステムにおける使用のために拡張され
たパイロット信号に関する。
【背景技術】
【０００３】
　移動局または、例えば、セルラ電話など、その他の受信機は、移動局またはその他の受
信機の位置を推定する能力を提供する情報を集める能力を含み始めている。この能力を有
するために、例えば、移動体デバイスは、例えば、全地球測位システム（ＧＰＳ）など、
衛星測位システム（ＳＰＳ）から信号を受信することが可能である。かかる情報は、こと
によると、その他の受信された情報と共に、測位位置を推定するために用いられることが
可能である。移動局または受信機が測位位置を推定することが可能な様々なシナリオが可
能である。
【０００４】
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　しかし、様々な理由により、移動局は、信号を受信する際に困難に遭遇する場合がある
。例えば、移動局が建物の内部、またはトンネル内などに配置された場合、困難を経験す
る場合がある。その他の状況において、移動局は、ＳＰＳ受信機を含まない場合がある。
この場合も、様々なシナリオが可能である。しかし、少なくとも一部、移動局が、当該移
動局が測位位置を推定することを可能にする信号を受信する能力に関係する困難により、
移動局またはその他のデバイスが測位位置を推定するための代替の方式の必要性が存在す
る。
【発明の概要】
【０００５】
　簡単には、一実施形態によれば、信号を送信する方法が提供される。信号波形は、少な
くとも２個のそれぞれのセクタから送信される。これらの少なくとも２個のそれぞれのセ
クタは、セクタのスーパーセットの中の少なくとも２個の異なるセットからのものである
。これらの送信された信号波形は、少なくとも特定の信号の次元において、少なくともほ
ぼ相互に直交な信号波形を含む。かかる実施形態の利点は、例えば、低減された信号干渉
である。
【０００６】
　以下の図面を参照して、非限定的な実施形態および非網羅的な実施形態が本明細書で説
明される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】拡張されたパイロットシグナリングに対して３個のタイムスロットを用いる実施
形態を例示する概略図。
【図２】拡張されたパイロットシグナリングを実施するための、例えば、１ｘＥＶ－ＤＯ
において用いられ得るような、時分割多重された信号伝送のスロットの実施形態の概略図
。
【図３】拡張されたパイロットシグナリングに対して９個のタイムスロットを用いる実施
形態を例示する概略図。
【図４】拡張されたパイロットシグナリングに対して９個のタイムスロットを用いる別の
実施形態を例示する概略図。
【図５】拡張されたパイロットシグナリングに対して９個の時間－周波数スロットを用い
る実施形態を例示する概略図。
【図６】図３に示された実施形態に関連する表。
【図７】信号を処理するためのシステムの実施形態を例示する概略図。
【図８】移動局の実施形態を例示する概略図。
【図９】拡張されたパイロットシグナリングに対してバースト性のタイムスロット伝送を
用いる実施形態を例示する概略図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下の詳細な説明において、特許請求される主題の十分な理解をもたらすために、様々
な特定の詳細が記載される。しかし、当業者は、特許請求される主題は、これらの特定の
詳細なしで実施され得ることを理解されよう。その他の場合、特許請求される主題をあい
まいにしないように、当業者ならば知っているであろう方法、装置、またはシステムは、
詳細に説明されていない。
【０００９】
　この明細書の全体にわたって、一実装形態、実装形態、一実施形態、実施形態などの参
照は、特定の実装形態もしくは実施形態に関して説明される特定の特徴、構造、または特
性が、特許請求される主題の少なくとも一実装形態内または一実施形態内に含まれ得るこ
とを意味し得る。したがって、この明細書の全体にわたって様々な場所におけるかかる語
句の出現は、説明される同じ実装形態または任意の１つの特定の実装形態を指すことが意
図されるとは限らない。さらに、説明される特定の特徴、構造、または特性は、１つもし
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くは複数の実装形態において様々な方式で組み合わされることが可能であることを理解さ
れたい。通常、当然、これらの課題およびその他の課題は、特定の文脈によって異なり得
る。したがって、これらの用語を説明または使用する特定の文脈は、その特定の文脈に関
して導かれることになる推論について有用な指導を提供し得る。
【００１０】
　同様に、本明細書で使用される場合、「および」、「および／または」ならびに「また
は」という用語は、この場合も、少なくとも一部、これらの用語が使用される文脈に依存
することになる様々な意味を含み得る。一般に、Ａ、Ｂ、またはＣなど、リストを関連付
けるために使用される場合、「および／または」、ならびに「または」は、この場合、排
他的な意味で使用される、Ａ、Ｂ、またはＣ、ならびにＡ、Ｂ、およびＣを意味すること
が意図される。加えて、本明細書で使用される場合、「１つまたは複数の」という用語は
、任意の単数の特徴、構造、もしくは特性を説明するために使用される場合があり、また
は複数の特徴、構造、または特性のある組合せを説明するために使用される場合もある。
【００１１】
　続く詳細な説明のいくつかの部分は、コンピュータメモリなど、コンピューティングシ
ステムメモリ内に格納されたデータビットもしくは２進ディジタル信号に関する動作のア
ルゴリズムまたは記号表現の点から提示される。これらのアルゴリズム的な記載または表
現は、その作業の実体をその他の当業者に伝えるために、データ処理分野または類似の分
野の当業者によって使用される技法を包括する。アルゴリズムは、この場合、かつ一般的
に、所望される結果をもたらす動作および／または類似の処理の首尾一貫した系列である
とみなされる。当該動作および／または当該処理は、物理量の物理的な操作を必要とする
。通常、必要ではないが、これらの量は、格納され、転送され、組み合わされ、比較され
、またはそうでない場合は、操作されることが可能な電気信号または磁気信号の形をとり
得る。時には、主に、共用のために、これらの信号をビット、データ、値、要素、記号、
文字、用語、番号、数字などと呼ぶことが好都合であることが証明されている。しかし、
これらの用語または類似の用語のすべては、適切な物理量と関連付けられるべきであり、
かつ好都合なラベルに過ぎないことが意図される点を理解されたい。特に具体的にその他
の指定がない限り、以下の議論から明らかなように、この明細書の全体にわたって、「処
理する」、「演算する」、「計算する」、「決定する」などの用語を利用する議論は、コ
ンピューティングプラットフォームのメモリ、レジスタ、またはその他の情報記憶デバイ
ス内、情報伝送デバイス内、もしくは表示デバイス内の物理的な電子量もしくは磁気量、
またはその他の物理量として表されるデータを操作または変換する、コンピュータあるい
は類似の電子コンピューティングデバイスなど、コンピューティングプラットフォームの
活動または処理を指すことが理解される。
【００１２】
　先に示されたように、移動局またはその他のデバイスに関する測位位置を推定する方式
の必要性が存在する。先に示されたように、受信衛星信号は、１つの手法を提供するが、
かかる信号を補完することが可能な、またはかかる手法の代わりに用いられることが可能
なその他の手法が依然として望まれる。
【００１３】
　この文脈において、移動局という用語は、測位位置に関して移動可能でもあり得る、無
線信号を受信して、無線信号を送信するための能力を有する任意のデバイスを指すことが
意味される。移動局は、一般に、無線通信システムの一部としての使用に関して信号を受
信することになる。さらに、必ずしもそうであるとは限らないが、やはり一般に、移動局
は、無線通信システム内の１つまたは複数のセルと通信することが可能である。通常、か
かるセルは基地局を備え得る。したがって、基地局通信を介して集められた情報が、測位
位置を推定する際に、移動体と呼ばれることもある移動局によって利用されることが望ま
しい場合がある。同様に、上で示されたように、かかる情報は、例えば、衛星を介して、
または位置決定エンティティ（position determining entity）（ＰＤＥ）を介してなど
、その他の機構を通じて利用可能な情報を補完することが可能である。
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【００１４】
　しかし、情報を集めるために１つまたは複数の基地局と通信している移動局は、例えば
、干渉により、一部の状況において、困難に遭遇する場合がある。例えば、干渉は、いく
つかの基地局によって送信された信号間で発生し得る。したがって、この例では、移動局
は、基地局のうちの１つまたは複数と適切に通信することができず、結果として、正確な
測位位置の推定を実行することができなくなるか、またはその能力が低減されることにな
る可能性がある。これは、少なくとも一部、「遠近効果（near-far effect）」に起因す
る「ヒアラビィリティ（hearability）問題」と呼ばれることがある。例えば、限定せず
に、ほんのわずかな可能な例を提供するために、ｃｄｍａ２０００およびＷＣＤＭＡなど
の無線通信システムの場合、ダウンリンクパイロット信号は、少なくとも一部、かかる干
渉により、検出するのが困難な場合がある。
【００１５】
　特許請求される主題の範囲は、任意の特定の実施形態に限定されないが、様々な例示的
な実施形態において、上で議論された課題に少なくとも一部対処するための信号通信に関
する手法が議論され得る。かかる例示的な実施形態の説明において、シグナリングの態様
は、時間領域、周波数領域、または、本明細書において信号の次元と呼ばれる、特定の信
号のその他の態様に関係し得る。それでもなお、特許請求される主題の範囲は、これらの
例示的な領域または信号の次元におけるシグナリングに限定されないことが意図される。
これらの例は例示に過ぎない。例えば、その他の実施形態では、時間または周波数の代わ
りに、例えば、位相、振幅、拡散符号もしくは拡散符号系列、信号エネルギー、またはそ
れらの任意の組合せなど、信号のその他の次元が必要とされる場合がある。この文脈にお
いて、信号の次元という用語は、様々な信号を通して異なる可能性があり、かつこの特定
の定量化可能な態様において互いに異なる信号を分類または区分化するために使用される
ことが可能な、信号の定量化可能な態様を指すことが意図される。特許請求される主題は
、議論される特定の例示的な実施形態に限定されることが意図されない。むしろ、その他
の信号の次元を用いる、多くのその他のシグナリング技法またはシグナリング手法が、特
許請求される主題の範囲内に含まれる。特許請求される主題の範囲は、すべてのかかる技
法および手法を含むことが意図される。
【００１６】
　信号を送信する方法の１つの特定の実施形態では、例えば、信号波形は、無線通信シス
テムの少なくとも２個のそれぞれのセクタから送信されることが可能である。これらの少
なくとも２個のそれぞれのセクタは、同様に、セクタのスーパーセットの中の少なくとも
２個の異なるセットからのものであり得る。例えば、例として、図１に例示されるような
、セクタのスーパーセットは、図１に例示されるように、少なくとも２個に分割されるこ
とが可能であり、いくつかの実施形態では、セクタの３個以上のセットに分割されること
が可能である。したがって、この特定の実施形態では、信号を送信しているセクタは、セ
クタの個別のセットからであり得る。同様に、この特定の実施形態では、送信された信号
波形は、下でより詳細に議論されるように、例えば、時間または周波数など、少なくとも
特定の信号の次元において、少なくともほぼ相互に直交であり得る。特定のタイムスロッ
トまたはその他の次元の間に単一の基地局またはセクタが位置パイロットを送信する実装
形態は、移動局が信号特性を識別するための能力を提供するが、これは、同様に、所望さ
れる数の基地局から情報を獲得するための時間を増大させる。したがって、いくつかの実
装形態は、再使用技法を実施することが可能である。セルセクタは、グループまたはセッ
トとして構成されることが可能であり、異なるグループは、時間多重された信号に関して
、例えば、異なるタイムスロットなど、異なる専用の信号の次元の間で位置パイロットを
送信することが可能である。
【００１７】
　当然、特許請求される主題の範囲は、この点で限定されないが、例えば、図１は、代わ
りに、セクタのスーパーセットが３個のセット、すなわち、Ｓ０、Ｓ１、およびＳ２に区
分化すなわち分割される実施形態を例示する。セクタの構成は１１０によって例示され、
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それらのセクタが拡張されたパイロット信号を送信することが可能な特定のタイムスロッ
トは、１２０によって例示される。上に示されたように、この手法は、３つ以上の可能な
例から２つだけを提供するために、例えば、時間および／または周波数など、様々な信号
の次元に適用され得る。しかし、説明を簡単にするために、情報が様々なタイムスロット
内に区分けされた（slotted）アップリンク信号伝送およびダウンリンク信号伝送を用い
るプロトコル１ｘＥＶ－ＤＯに関する例示的な実施形態を示すことにする。
【００１８】
　プロトコル１ｘＥＶ－ＤＯは、ＣＤＭＡ２０００　１ｘディジタル無線標準のファミリ
ーの一部である。１ｘＥＶ－ＤＯは、第３世代、すなわち「３Ｇ」ＣＤＭＡ標準である。
現在、１ｘＥＶ－ＤＯの２つの主なバージョンが存在する。すなわち、「リリース０」お
よび「リビジョンＡ」である。１ｘＥＶ－ＤＯは、当初、Ｑｕａｌｃｏｍｍによって開発
された、「ＨＤＲ」（ハイデータレート）または「ＨＲＰＤ」（ハイレートパケットデー
タ）として知られていた技術に基づく。国際標準は、ＩＳ－８５６として知られている。
【００１９】
　当然、特許請求される主題の範囲は、この特定の例に限定されないが、図２は、拡張さ
れたパイロットシグナリングを用いることが可能な、時分割多重（ＴＤＭ）された信号の
１つの可能な実施形態２１０である。実施形態２１０は、１つの拡張されたパイロット信
号のスロットを例示することが意図される。１ｘＥＶ－ＤＯダウンリンクにおいて、パイ
ロットチャネルは、その他のチャネルと時分割多重される。この例において、パイロット
チャネルは、２１０～２５０によって示される。１ｘＥＶ－ＤＯダウンリンク伝送は、チ
ップ２０４８個の長さのタイムスロットを含む。１６個のスロットのグループは、オフセ
ット擬似ランダム雑音またはＰＮ系列と位置合わせする。２１０によって例示されるよう
に、スロット内で、パイロット、拡張された媒体アクセス制御（ＭＡＣ）、およびトラヒ
ックチャネルまたは制御チャネルは、時分割多重される。したがって、１ｘＥＶ－ＤＯダ
ウンリンク向けの拡張されたパイロットシグナリングの実施形態の場合、タイムスロット
は、拡張されたパイロット信号に割り当てられることが可能である。当然、特許請求され
る主題の範囲はこの例に限定されないが、この場合、図２は、かかるスロット構造の１つ
の可能な実施形態を例示する。多くのその他の可能な拡張されたパイロット信号の配位ま
たは構造が可能であり、かつ特許請求される主題の範囲内に含まれる。
【００２０】
　しかし、この実施形態の場合、拡張されたパイロットチャネルすなわちパイロット信号
は、これらの専用のスロットのデータ部分内で送信され、一方、レガシーパイロットチャ
ネルおよびＭＡＣチャネルは、後方互換性のために維持される。この実施形態の場合、拡
張されたパイロットは、例えば、それを認識する能力を有さないであろうレガシー移動局
に対する意図されないパケットとして出現する可能性がある。同様に、この実施形態の場
合、このスロットは、およそ１％など、比較的に低い「負荷サイクル」を用いて送信され
ることが可能であり、依然として、シグナリング利益を提供する。このように、ダウンリ
ンク容量に対する潜在的な影響は重大でない可能性がある。
【００２１】
　正に議論された実施形態など、特許請求される主題による実施形態の態様は、いわゆる
「再使用」に関係する。この用語は、例えば、特定のシグナリング次元において（もしく
は、いくつかの実施形態では、いくつかのシグナリング次元において）利用可能であり得
る、周波数帯域幅または信号期間などのシグナリングリソースが、その他のセクタあるい
は異なるセクタによって用いられる（または再度用いられる）ことが可能であるという概
念を指す。例えば、上で説明された実施形態において、専用のタイムスロットは、例えば
、図１に例示されたセクタのセットに対応するために区分化され得る。特許請求される主
題の範囲はこの点に関して限定されないが、この例では、３つの重なりなしの（non-over
lapping）区分が形成されている。この場合、Ｋ、または再使用因数１／Ｋと呼ばれる、
任意の数のグループが用いられることが可能であり、これらのセクタは、重なりなしであ
ることが要求されない。しかし、この特定の実施形態の詳細にかかわらず、１対１の関連
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付けは、解釈によって、専用のタイムスロットの区分と、スーパーセットの中のセクタの
セットの区分の間に存在し得る。特定のセットのセクタは、その関連するスロット内で拡
張されたパイロット信号だけを送信することができる。この実施形態では、時間シグナリ
ング次元において利用可能なシグナリングリソースは、共にセクタのスーパーセットを備
えるセクタの区分化されたセットに対応するために区分化されているため、これは、この
場合、経時的な再使用と呼ばれる。
【００２２】
　先に示唆されたように、この特定の実施形態の手法の１つの利点は、信号伝送干渉の低
減に関係する。すなわち、送信された信号波形がほぼ相互に直交であるように、信号の次
元においてセクタを区分化することによって、結果として、例えば、移動局によってより
容易に探知されるパイロット信号がもたらされる。
【００２３】
　「カラー」の使用は、当然、特許請求される主題の必要な特徴ではなく、またはこの特
定の実施形態の必要な特徴ですらないが、議論を容易にするために、セクタの区分化は、
この場合、「カラリング（coloring）」と呼ばれる場合がある。むしろ、「カラー」とい
う用語は、この場合、区分または区分化を識別することが意図される。したがって、下で
より詳細に説明されるように、セクタに関する、区分を指定するに過ぎない「カラー」は
、この場合、 通常の色の概念ではなく、例えば、２つ組みを指す。例えば、限定せずに
、セルにセット（｛Ｒ、Ｇ、Ｂ｝と省略される）｛赤、緑、青｝からの値を持たせる場合
、セクタは、この例の場合、セット｛Ｒ、Ｇ、Ｂ｝×｛α、β、γ｝からの値をとること
が可能であり、この場合、「ｘ」は、デカルト積を意味する。したがって、この例では、
セルの「カラー」は、そのセルのセクタの「カラー」に影響を与える。当然、特許請求さ
れる主題は、セルまたはセクタによる区分化に限定されるとは限らない点が理解される。
例えば、代替の実施形態では、その他の再分割すなわち区分が用いられてよい。しかし、
上で示されたように、セクタのカラーは、２つ組み、すなわち、例えば、この場合も、セ
クタが属するセルのカラーから生じる第１の要素である、Ｒαとして省略される（Ｒ、α
）を指す場合がある。上で議論された内容に少なくとも一部基づいて、ここで、この特定
の例に関する再使用係数は、Ｋ＝９または１／９であることは明らかであろう。
【００２４】
　図１に示された実施形態とは異なる例示的な実施形態３１０が図３に示される。図３は
、計画されたカラリング、すなわち専用のカラリングの例も示す。議論されている特定の
実施形態の場合、送信された信号波形は、図６で６１０によって例示されるように、時分
割多重された（ＴＤＭ）信号波形を備える。当然、特許請求される主題の範囲は、かかる
手法を用いることに限定されないが、計画されたカラリングにおいて、カラーは、均衡の
とれた方式で同じカラーのセクタ間の干渉を低減するために、固定された方式、すなわち
専用の方式で割り当てられる。したがって、図３および６によって例示されるように、信
号は、潜在的な信号干渉が低減されるように、特定のタイムスロット内で送信される。こ
こで、上の議論から明らかであり得るように、専用のリソースおよび再使用は、チャネル
間の干渉を低減し、これにより、遠近効果の緩和を支援し、同様に、ヒアラビリティを改
善する。したがって、少なくともこの特定の実施形態の場合、特定のセルセクタに関連す
る専用のタイムスロット内で送信されたＴＤＭ信号波形は、高度に検出可能なパイロット
（highly detectable pilot）（ＨＤＰ）信号を備える。この場合も、特許請求される主
題の範囲は、この点に関して限定されないが、下でさらに議論されるように、これは、改
善された地上測位位置推定精度（terrestrial position location estimation accuracy
）を可能にする。
【００２５】
　特許請求される主題の範囲は、この点に関して限定されないが、上で説明された実施形
態のもう１つの利点は、この特定の文脈において、インクリメンタル検出（incremental 
detection）と呼ばれる特徴を実施する機会である。この場合、インクリメンタル検出は
、測位位置精度を改善し得る、追加の拡張されたパイロット信号の受信を待つことによっ
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て、移動局の受信機部分が、時間と標定位置推定精度の間のリアルタイムのトレードオフ
に従事する能力を指す。
【００２６】
　例えば、上で例示的な実施形態に関して説明されたように、セクタの９個のグループま
たはセットのうちの１つに関して拡張されたパイロットシグナリングを含む、送信された
信号波形を受信する移動局は、測位位置の推定を演算する前に、セクタのその他のグルー
プまたはセットに関する拡張されたパイロット信号を含み得る、追加のタイムスロットの
受信を待つオプションを有する。しかし、例えば、特定のアプリケーションを含み得る様
々な要因に少なくとも一部応じて、移動局は、それでもなお、それが望まれると決定され
た場合、追加の信号の受信を待たずに測位位置を推定し、それにより、より少ない遅延の
ための追加の「ヒアラビリティ」を放棄することが可能である。移動局は、その他のセッ
トまたはグループのその他のセクタからの追加の拡張されたパイロット信号を受信および
処理することによって、測位位置をより正確に推定することが可能である。限定せずに、
単に一例として、図６に例示された実施形態の場合、移動局またはその他の受信機は、こ
の特定の実施形態において、拡張されたパイロット信号の専用のタイムスロットの１／３
、２／３、またはすべてを受信した後で、標定位置を推定することによって、「位置固定
」を実行することが可能である。信号を処理する前のより長い遅延は、通常、より多くの
検出された基地局に対応するはずであり、したがって、インクリメンタルにより良好な検
出推定を提供するはずである。
【００２７】
　特許請求される主題の範囲は、この点に関して限定されないが、いくつかの実施形態の
場合、上で説明されたトレードオフが優雅または平滑であったならば望ましい可能性があ
る。図３に示される実施形態など、１つのかかる実施形態では、この場合も、限定せずに
、移動局は、用いられる特定の伝送順序の結果として、比較的早い時期に、すべての方向
から適正な数の基地局を検出することが可能であり得る。例えば、グルーピング戦略また
は伝送戦略は、移動局が特定の遅延量に対して、異なる方向から基地局を検出することを
可能にするように設計されることが可能である。例えば、グループの場合、特定のポイン
トに関する基地局の分布は、放射状に対称的であると考えられてよい。基地局の集合とい
う状況に関して、厳密な放射状の対称性との差が、当然、予想され得る。したがって、配
位は、常に放射状に対称的でなくてよく、経時的に平均化された場合、ほぼ放射状に対称
的であってよい。それでもなお、図６に示される実施形態以外のその他の実施形態が可能
であり、かつ特許請求される主題の範囲内に含まれることが意図される。さらに、特許請
求される主題は、トレードオフが平滑もしくは優雅でない可能性がある実施形態、または
トレードオフが発生しない実施形態を網羅することも意図される。
【００２８】
　専用のカラリングすなわち計画されたカラリングの場合、システムまたはネットワーク
は、特定の「カラーマップ」に関して、移動局もしくは端末に通知することが可能であり
得る。あるいは、ことによると、情報は、移動局が配備される前に、移動局のメモリ内に
ロードすることが可能であり、または、ことによると、移動局は、経時的に拡張されたパ
イロット信号検出を通じて、隣り合うセクタに関してカラーマップを決定することが可能
である。少なくともいくつかの実施形態において、潜在的な干渉を低減するために、セク
タまたはセルは、隣接しているセクタまたはセルと同じカラーを共有しないことが望まし
い場合がある。当然、特許請求される主題の範囲は、この点に関して限定されないが、同
様に、２個の隣り合うセクタが、同じＰＮ系列を共有する場合、それらの２個の隣り合う
セクタが同じカラーを共有しないのであれば、それは、移動局が両方のセクタを検出する
ことができる状況において、あいまい性の解決を支援することが可能である。
【００２９】
　図４は、１ｘＥＶ－ＤＯに拡張されたパイロット信号を提供するために用いられること
が可能な、特許請求される主題による多くの可能な実施形態のうちの１つである、実施形
態４１０を例示する概略図である。この場合、例えば、先に示唆されたように、均衡のと
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れた方式で「同じカラー」のセクタ間の干渉を低減するために、カラー割当てが行われる
。先に明らかにされたように、特許請求される主題の範囲は、専用のカラリングに限定さ
れない。この特定の実施形態は、計画されたカラリングすなわち専用のカラリングを用い
るが、下でより詳細に説明されるように、特許請求される主題の範囲内で、その他の手法
が用いられてよい。
【００３０】
　それでもなお、図９に例示されるように、この特定の実施形態を続けると、３個のタイ
ムスロットが２５６個のタイムスロットごとに予約され、その結果、先に示唆されている
ように、約１％のオーバヘッドをもたらすことが可能である。当然、特許請求される主題
の範囲は、拡張されたパイロットシグナリングに関する「バースト性の」伝送に限定され
ないが、スロット９１０は、例えば、３個のスロットパケットのように、１つのインタレ
ース内で連続して送信されることが可能である。例えば、アイドル状態の移動局は、かか
るバーストを処理するためにアイドル状態を速やかに離れ、次いで、アイドルに戻り、潜
在的に、結果として、より良好な検出力効率をもたらすことが可能である。
【００３１】
　例示されるように、α、β、およびγは、連続するバーストで変化するが、この特定の
実施形態の場合、バースト系列は、赤、緑、青である。特許請求される主題の範囲は、こ
の点に関して限定されないが、同様に、この特定の実施形態の場合、３個のタイムスロッ
トのバーストは、７６８個のスロットの後で循環桁送りする。しかし、かかる手法の利点
は、いくつかの状況において発生し得る、起こりうるあいまい性を解決することである。
例えば、受信機が、循環桁送りなしに、１個のセクタから拡張された信号パイロットを検
出することだけが可能である場合、専用のスロットが検出されていることに関してあいま
い性が存在する可能性がある。
【００３２】
　この特定の実施形態に伴う、もう１つの考えられる特徴は、過剰にブーストされた電力
を用いて、これらの拡張されたパイロット信号を送信することであろう。これは、改善さ
れた受信可能範囲をもたらし得る。しかし、 これらのタイムスロットは低いピーク電力
対平均電力比を有するため、追加のひずみはありそうもない。同様に、ＤＯパイロット信
号など、拡張されていない信号を符号化するために使用されるのと異なるＰＮ系列を使用
して、拡張されたパイロット信号を符号化することが有利な場合がある。限定せずに、実
施するのに比較的に好都合であり得る一手法は、基地局によって拡張されていない信号に
提供されている系列の複素共役に対応するＰＮ系列を使用することを必要とし得る。
【００３３】
　専用のカラリングすなわち計画されたカラリングは、そのいくつかが上で議論された潜
在的な利点を提供するものの、セクタ間の干渉を低減するためのカラー割当ては、若干の
計画努力を必要とする場合がある。この努力を低減または回避することが可能であった場
合、いくつかの状況において、それは有利な可能性がある。一手法は、専用のカラリング
ではなく、この場合、時間的に変化するカラリングと呼ばれる場合があるものを用いるこ
とであり得る。時間的に変化するカラリングでは、様々なセクタのカラーは時間と共に変
化し得る。しかし、カラー割当ておよび／もしくは伝送順序は、それでもなお、決定論的
であってよく、または非決定論的（例えば、ランダムまたは擬似ランダム）であってもよ
い。したがって、いくつかの実装形態では、例えば、基地局に関するカラー割当ては、変
化している伝送順序を用いて固定されることが可能である。さらに、伝送順序は、所定の
方式で、または擬似ランダム方式で、経時的に変化し得る。しかし、その他の実装形態で
は、伝送順序は、変化しているカラー割当てを用いて固定されることが可能である。この
場合、やはり、カラー割当ては、所定の方式で、または擬似ランダム方式で変化し得る。
【００３４】
　先に示されたように、ＦＤＭ（周波数分割多重）、ＯＦＤＭなど、多くのその他の手法
が用いられてよいが、例えば、この場合も、限定せずに、議論を容易にするために、シス
テムは、時間多重された信号を用いると仮定する。また、かかるシステムは、ランダム方
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式または時間的に変化する方式など、非専用の方式を用いることが可能であると仮定する
。例えば、ランダムカラリングを用いる非専用の方式では、この特定の実施形態の場合、
例えば、セクタにカラー割当てを行うために、擬似ランダムプロセスが用いられることが
可能である。同様に、移動局が、例えば、特定の擬似ランダムプロセスおよび初期のシー
ド（initial seed）を有する場合、移動局は、任意の所与の時点で特定の関連性を決定す
ることが可能である。したがって、当該セクタに対応する拡張されたパイロット信号は、
タイムスロットによって検出され、それにより、移動局に関する演算手数を低減すること
が可能である。ここで、いくつかの実施形態に関して、移動局によって検出されることが
可能な２個のセクタが、同じシードを共有しないように、ＰＮ系列を共有していることが
望ましい場合がある点が注目に値する。これは、移動局が両方のセクタを検出することが
可能な状況において、あいまい性を解決することができる。当然、例えば、拡張されたパ
イロット信号がＦＤＭ信号である実施形態において、正に説明されたのと類似の擬似ラン
ダム手法が、同様に用いられることが可能である。この場合も、例えば、同じシードから
始めて、同じ擬似ランダムプロセスを適用することによって、移動局は、選択された当該
セクタに対応する、選択された周波数を決定して、信号検出プロセスの一環として、それ
らの周波数を検査し、それにより、かかる演算を実行するための処理を低減することが可
能である。
【００３５】
　ランダムカラリングの１つの特定の例が、下でより詳細に説明される。この特定の実施
形態では、様々なセクタのカラーは、擬似ランダムに割り当てられる。したがって、ここ
で、この特定の実施形態の場合、セクタのカラーは、擬似ランダム様式で時間と共に変化
し、この場合、ここで、カラーという用語は、先に議論された２つ組みを指す。例えば、
先のように、拡張されたパイロット信号は、先に議論されたように、一緒にスーパーセッ
トを形成する、セクタの９個のセットまたはグループに対応するために、９個のタイムス
ロットに区分化されると仮定する。１つの特定の実施形態では、例えば、特定のセルは、
次いでカラーにマップされ得る、０から８の間の擬似ランダム整数を生成し得る。セル内
のセクタは、０、１、２、．．．と番号付けされてよい。この特定の実施形態では、例え
ば、特定のセルに関して擬似ランダムに決定されたカラーは、セクタ０に割り当てられる
ことが可能である。セル内のその他のセクタは、次いで、セクタ０、１、２、．．．が、
ラップアラウンド（wrap around）でα、β、γの順番に続くようにカラリングされ得る
。例えば、セクタ０に第２の要素として割り当てられたβを有する場合、セクタ１はγを
、セクタ２はαを有する。
【００３６】
　この特定の実施形態の場合、カラーグループを表すセクタの任意のセットは、この場合
、普通の意味で、総セクタの１／９を有する。しかし、擬似ランダムカラー割当ての所与
の実現のために、セクタの特定のセットは、１／９より多いセクタまたは１／９より少な
いセクタを有することが可能である。静的な移動局または受信機の場合、静的な移動局に
関する専用のカラリングは、結果として、通常、より精度の低い測位位置の推定を生み出
すことになる干渉をもたらす可能性があるため、擬似カラリングが有利な可能性がある。
当然、本質的に、ランダムカラリングの場合、専用のカラリング実施形態に関して上で説
明されたような循環桁送りは省略され得る。
【００３７】
　これまで、我々は、信号波形が時分割多重された信号、すなわちＴＤＭ信号を備える特
徴を例示した、拡張されたパイロット信号の実施形態を議論した。特に、これは、プロト
コル１ｘＥＶ－ＤＯに関して議論された。しかし、先に議論されたように、送信された信
号波形が、その他の送信された信号波形と相互に直交であるように、多くのその他の信号
の次元が用いられることが可能である。例えば、よく知られているように、周波数分割多
重された（ＦＤＭ）信号の場合のように、信号は周波数次元において、相互に直交である
ことが可能であり得る。同様に、直交周波数分割多重、すなわちＯＦＤＭを用いる通信シ
ステムが存在する。このシステムでは、信号は、相互に直交な信号波形が、時間次元と周
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波数次元の両方において送信され得るように変調される。この特定のタイプの拡張された
パイロット信号は、２つの例に関して議論されるべきである。一例は、ＷｉＭＡＸ仕様に
関し、別の例は、ＬＴＥ仕様に関し、これらは両方とも、その他の類似の無線プロトコル
仕様または無線通信仕様に関して、下でより詳細にＷｉＭＡＸ指定およびＬＴＥ指定され
る。
【００３８】
　例えば、ＷｉＭＡＸに関して、拡張されたパイロットシグナリングに関するいくつかの
可能な手法が想定され得る。１つのかかる手法は、プリアンブルを送信するために、Ｗｉ
ＭＡＸにおいてダウンリンクサブフレーム内の第１のＯＦＤＭ記号が使用される特徴を使
用することができる。プリアンブルは、同期、初期のチャネル推定、およびハンドオフの
ために用いられることが可能である。詳細には、ＯＦＤＭ記号は、時間において、かつ周
波数において多重化され得る。プリアンブルのＯＦＤＭ記号内の副搬送波は、副搬送波の
３個のグループに区分化されることが可能であり、この場合、副搬送波のグループは、副
搬送波セットと呼ばれる。区分化された周波数再使用の状況において、セクタは、特定の
副搬送波セットに割り当てられることが可能である。例えば、区分化された周波数再使用
は、システム帯域幅が１つの無線周波数搬送波に属し、セクタ間で分割される状況に対応
し得る。代替の実装形態において、搬送波セットは、依然として３個の副搬送波を有する
可能性があり、１個のセクタは、１個の搬送波セットの３個すべての副搬送波に割り当て
られることが可能である。正に説明されたように、測位位置に対してプリアンブルパイロ
ットを用いることの欠点は、移動局が基地局に接近すると、移動局は、当該基地局に強い
干渉をもたらして、当該基地局が、同じ副搬送波セットを使用して、その他の移動局を検
出する能力に干渉する可能性がある点である。加えて、移動局は、その他の基地局から離
れており、したがって、別の基地局は当該移動局を検出するのが困難な場合がある。
【００３９】
　ＷｉＭａｘは、「ゾーン」手法を使用する。「ゾーン」手法は、フレーム内の時分割多
重を指す。フレームは、異なるゾーンを備えてよく、ゾーンは、異なる数のＯＦＤＭ記号
を有してよい。この標準は、新しいゾーンが作成されることを可能にする。したがって、
ＷｉＭＡＸと互換性があることが意図される一実施形態では、拡張されたパイロット信号
は、測位位置のために作成された新しいゾーン内で送信されることが可能である。１ｘＥ
Ｖ－ＤＯに関して先に議論されたように、ゾーンはＤＬフレームの一部として低い負荷サ
イクルを有し得るため、ここでも、１％未満などのオーバヘッドが必要とされる可能性が
ある。
【００４０】
　例えば、一実施形態において、フレーム内のゾーンは、すべての基地局に関して同じで
あり得る。したがって、基地局は、受信している移動局に送信されたダウンリンクマップ
情報の一部として、ＰＬＰ（測位位置パイロット）ゾーン情報を送信する。識別の目的で
、基地局は、測位位置パイロットに関して可能な系列のセットのうちの１つを使用するこ
とができる。例えば、その他の手法で使用されているように、Ｃｈｕ系列が用いられるこ
とが可能である。当然、混乱を回避するために、プリアンブルとして検出された測位位置
パイロットを有すること、またはその逆を回避するために、異なるコードが使用されるべ
きである。
【００４１】
　このＷｉＭＡＸゾーン手法内で、セルのカラーコーディングは、時分割多重された信号
に関して先に説明された手法の延長として処理され得る。したがって、所与の測位位置ゾ
ーンに関して、基地局の１つのカラーグループは、その測位位置パイロットを送信する。
グループ内の異なる基地局は、その測位位置パイロットに関して異なる系列を使用する。
１ｘＥＶ－ＤＯに関して先に例示されたように、これは、例として、Ｋ＝３またはＫ＝９
と共に用いられることが可能である。同様に、このように、インクリメンタル検出も実施
され得る。
【００４２】
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　ＷｉＭＡＸを用いる一態様は、拡張されたパイロット信号は、ＯＦＤＭ記号を使用した
結果、周波数信号の次元および時間信号の次元において相互に直交であり得ることである
。図６の実施形態６１０によって例示されるように、例えば、αセクタは、第１のＰＬＰ
ゾーンを用いることが可能であり、βセクタは、第２のＰＬＰゾーンを用いることが可能
であり、γセクタは、第３のＰＬＰゾーンを用いることが可能である。したがって、αセ
クタに関して指定されたＰＬＰゾーン内で、周波数シグナリングの次元において、異なる
セルが反映される。同様に、βセクタおよびγセクタに関して類似の手法が発生する。こ
の場合、前のように、移動局がインクリメンタル検出を用いるオプションが依然として残
る。同様に、先に説明されたように、専用の「カラリング」、ならびに時間的に変化する
カラリングまたはランダムカラリングが用いられてよい。
【００４３】
　後者の手法の１つの利点は、標準の修正が比較的に小さなことである。測位位置パイロ
ット／測位位置系列は、様々な帯域幅の配備シナリオに対して画定され得る。同様に、ア
ップリンクメッセージおよびダウンリンクメッセージの様々な態様が画定され得る。例え
ば、パイロット検出結果を報告するための新しいアップリンクメッセージが加えられてよ
く、同様に、隣り合う基地局を端末に通信するための新しいダウンリンクメッセージが加
えられてよい。報告を加速するために、パイロット検出の結果を報告するための新しい媒
体アクセス制御ヘッダが望ましいことになる。それでもなお、ＷｉＭａｘの現在計画され
ている配備と完全に後方互換性があるようにされることが可能である。拡張されたパイロ
ット信号手法をサポートしないであろうレガシーＷｉＭＡＸ端末は、事実上、測位位置パ
イロットゾーンを無視することになる。
【００４４】
　同様に、ＬＴＥ仕様は、ＷｉＭＡＸに関して先に説明された手法と類似の測位位置シグ
ナリング仕様に関する手法を同じように採用することが可能である。エネルギー、したが
って、検出の可能性を増大させるために現在指定されているＰＳＣ系列およびＰＳＣ記号
ならびにＳＳＣ系列およびＳＳＣ記号を拡張するための潜在的な手法が存在し得るが、そ
れでもなお、測位位置パイロット、すなわちＰＬＰシグナリングを必要とするＷｉＭＡＸ
に関連して正に説明されたのと類似のパイロット構造を画定する利点が存在し得る。
【００４５】
　測位位置に関して専用のパイロットが用いられる実施形態において、セルは、ＬＴＥに
関して現在意図される信号の構造内の測位位置パイロットに対して、あるごく一部の時間
を予約することが可能である。より詳細には、測位位置パイロットに対して、一部のＲＢ
および一部のＴＩが用いられることが可能である。同様に、測位位置パイロットの場合、
セルは、識別の目的で、５１２個のＣｈｕ系列のうちの１つを使用することが可能である
。同様に、セルは、先に説明された様式に類似した時間再使用または時間－周波数再使用
を用いてＰＬＰを送信することが可能である。例である、ＰＬＰ伝送は、参照により、そ
の全体が本明細書に組み込まれており、現在特許請求されている主題の譲受人に譲渡され
た、Ａｔｔａｒらによって、２００８年５月１日に出願された「Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｌｏ
ｃａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ」という表題の、米国特許出願第１２／１１３，８１０号（整理番号０７１４２１）に
関して説明される。したがって、ＷｉＭＡＸに関して先に説明されたように、再使用、イ
ンクリメンタル検出、専用のカラリング、またはランダムカラリングはすべて、特定の実
装形態に応じて、用いられることが可能である。
【００４６】
　拡張されたパイロット信号を用いるさらにもう１つの実施形態では、タイムスロットが
用いられるかどうか、どのタイムスロットか、拡張されたパイロット信号はどのくらいの
頻度で送信されるかなど、かかる拡張されたパイロット信号の態様が、限定せずに、構成
可能であり得る。例えば、一実施形態において、例えば、無線通信システムに関するサー
ビスオペレータは、意図されたアプリケーションに少なくとも一部基づいて、構成可能な
パラメータに関する値を特定することができる。例えば、信号波形の伝送の相互に直交で
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あるような態様は、特定の値に設定されることが可能であるか、または特定の値から修正
されることが可能である。
【００４７】
　これまでふれたように、いくつかの実施形態において、測位位置に対して混成手法が用
いられることが可能である。例えば、拡張されたパイロット信号は、無線通信システムの
一部として用いられることが可能であるものの、拡張されたパイロット信号は、測位位置
を決定するためのその他の機構を通じて受信された信号を介して利用可能なその他の情報
が補完され得る。同様に、測位位置の推定を決定することは、移動体ユニットにおいて完
全に実行されなくてよい。例えば、それは、位置情報を外部のエンティティ（例えば、位
置決定エンティティ）に送信することを含み得る。
【００４８】
　特許請求される主題の範囲は、この点に関して限定されないが、１つの例示的な実施形
態として、拡張されたパイロット信号は、インターネットおよび無線通信信号の両方に対
するアクセスを通じてＧＰＳタイミング情報を取得するために、例えば、フェムトセルホ
ームアクセスポイントなどの移動体セルアクセスポイントを支援することが可能である。
当然、特許請求される主題の範囲は、先に示されたように、１ｘＥＶ－ＤＯに限定されな
いが、例えば、拡張されたパイロット信号は、１ｘＥＶ－ＤＯを介して利用可能であると
仮定する。
【００４９】
　セルアクセスポイントは、伝搬遅延によって、モジュロ４２６．６６ｍｓＧＰＳタイム
オフセットを提供している基地局から無線信号を受信することが可能である。当然、この
受信された信号は、用いられた信号の「モジュロ」態様からのタイミングのあいまい性を
有する。同様に、伝搬遅延は、信号が基地局からアクセスポイントに達するための時間に
起因し得る。しかし、この実施形態の場合、アクセスポイントは、拡張されたパイロット
信号を使用して、タイミングのあいまい性を解決して、ＧＰＳ時間を決定するための伝搬
遅延を取り除く能力を有し得る。
【００５０】
　例えば、ネットワーク時間プロトコル、すなわち、ＮＴＰｖ４は、セルアクセスポイン
トにＵＴＣ時間を提供することができる。ＵＴＣ時間は、モジュロ時間信号からのあいま
い性を解決するために用いられることが可能である。伝搬遅延を推定および除去するため
に、ホームアクセスポイントは、その独自の位置と、タイミング信号を送信した基地局の
位置とを取得することができる。これらの位置は、先に説明されたように、拡張されたパ
イロットシグナリングを使用して取得され得る。したがって、アクセスポイントは、伝搬
遅延を演算して、ＧＰＳ時間を演算するために当該伝搬遅延を補うことが可能である。し
たがって、この特定の実施形態は、ＧＰＳ時間を提供するが、ＧＰＳ衛星支援を伴わない
。いくつかの状況において、衛星にアクセスせずにＧＰＳ時間を取得する能力が望まれる
場合がある。
【００５１】
　先に議論されたように、拡張されたパイロット信号は、時間区分、周波数帯域、または
時間－周波数ビンなど、多くの形態で提供され得る。これらの後者の例のうちのいずれか
においては、区分化が直交であるように、またはほぼ直交であるように、例えば、時間、
周波数、または時間－周波数など、１つまたは複数のシグナリングの次元において、Ｋ個
のグループに区分化することが適用され得る。同様に、セクタのスーパーセットもＫ個の
セットまたはグループに区分化され得る。特定の実施形態を参照して先に議論されたよう
に、直交な区分またはほぼ直交な区分とセクタ区分の間に１対１の関連性が確立され得る
。かかる実施形態において、セクタの特定のセットに関して、拡張されたパイロット信号
は、区分化されている特定の１つまたは複数のシグナリングの次元の特定の窓を用いて送
信されることが可能である。同様に、特定の実施形態を参照して先に議論されたように、
専用のカラリング、または、ランダムカラリングなど、時間的に変化するカラリングが適
用され得る。したがって、特定の実施形態に関してこれまで議論および例示されてきたよ
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うに、拡張されたパイロットシグナリングは、ＷｉＭＡＸ、ＬＴＥ、ＵＭＢ、または、例
えば、３ＧＰＰもしくは３ＧＰＰ２によって開発されているその他の４Ｇ手法など、ＯＦ
ＤＭシステムに適用されることが可能である。当然、この場合も、これらは例であり、特
許請求される主題は、ＯＦＤＭシステムを超えたシステムも同様に網羅することが意図さ
れる。
【００５２】
　したがって、例えば、先に説明された実施形態など、無線通信技法または位置決定技法
は、様々な無線通信ネットワークのホストに対して使用されることが可能である。限定せ
ずに、これらは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続（ＴＤＭ
Ａ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交ＦＤＭＡ（ＯＦ
ＤＭＡ）ネットワーク、シングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワークなど
を含む。ＣＤＭＡネットワークは、ほんの少数の無線技術を挙げると、ｃｄｍａ２０００
、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）、またはユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）
など、１つまたは複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を実施することが可能である。この
場合、ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－９５標準、ＩＳ－２０００標準、またはＩＳ－８５６
標準に従って実施される技術を含み得る。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）
または低チップレート（ＬＣＲ）を含み得る。ＴＤＭＡネットワークは、汎欧州ディジタ
ル移動体電話方式（ＧＳＭ）などの無線技術を実施することが可能である。ＯＦＤＭＡネ
ットワークは、進化型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．１１、（ＷｉＭＡＸ
仕様とも呼ばれる）ＩＥＥＥ８０２．１６、ＩＥＥＥ８０２．２０、フラッシュＯＦＤＭ
（登録商標）などの無線技術を実施することが可能である。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、お
よびＧＳＭは、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）の一部である。（ＬＴＥま
たはＬＴＥ仕様とも呼ばれる）長期的エボリューションは、Ｅ－ＵＴＲＡを使用すること
が可能なＵＭＴＳのリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳＭ、ＵＭＴＳ、およ
びＬＴＥは、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）から取得され得る文書
において説明される。Ｃｄｍａ２０００は、第３世代パートナーシッププロジェクト２（
３ＧＰＰ２）から取得され得る文書において説明される。３ＧＰＰ文書および３ＧＰＰ２
文書は、当然、公に利用可能である。
【００５３】
　信号を処理するためのシステムの例示的な実装形態は、図７に例示される。しかし、こ
れは、特定の例に従って処理することによって信号を獲得することが可能なシステムの例
に過ぎず、特許請求される主題から逸脱せずに、その他のシステムが使用され得る。図７
に例示されるように、この特定の例によれば、かかるシステムは、プロセッサ１３０２と
、メモリ１３０４と、相関器１３０６とを含むコンピューティングプラットフォームを備
え得る。相関気１３０６は、直接的にまたはメモリ１３０４を介して、プロセッサ１３０
２によって処理されることになる、受信機（図示せず）によって提供される信号に関する
相関関数または相関演算を生み出すことが可能である。相関器１３０６は、ハードウェア
、ファームウェア、ソフトウェア、または、それらの任意の組合せの形で実施され得る。
しかし、これは、相関器がどのように実施され得るかの例に過ぎず、特許請求される主題
は、この特定の例に限定されない。
【００５４】
　しかし、この場合、この例を続けると、メモリ１３０４は、プロセッサ１３０２によっ
てアクセス可能であり、かつ実行可能な命令を記憶することができる。この場合、かかる
命令と組み合わせて、プロセッサ１３０２は、例えば、限定せずに、ＰＮ系列またはその
他の系列を相関させるなど、先に説明された様々な演算を実行することが可能である。
【００５５】
　図８を参照すると、無線トランシーバ１４０６は、音声またはデータなどのベースバン
ド情報を有する無線周波数（ＲＦ）搬送波信号を変調すること、または、ベースバンド情
報を取得するために変調されたＲＦ搬送波信号を復調することが可能である。アンテナ１
４１０は、無線通信リンクを経由してなど、変調されたＲＦキャリアを送信すること、ま
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たは変調されたＲＦキャリアを受信することが可能である。
【００５６】
　ベースバンドプロセッサ１４０８は、無線通信リンク上での伝送のために、ＣＰＵ１４
０２からトランシーバ１４０６にベースバンド情報を提供することが可能である。この場
合、ＣＰＵ１４０２は、ユーザインターフェース１４１６内の入力装置から、かかるベー
スバンド情報を取得することが可能である。ベースバンドプロセッサ１４０８は、ユーザ
インターフェース１４１６内の出力装置を介した伝送のために、トランシーバ１４０６か
らＣＰＵ１４０２にベースバンド情報を提供することも可能である。ユーザインターフェ
ース１４１６は、音声またはデータなどのユーザ情報を入出力するための複数のデバイス
を備え得る。かかるデバイスは、例えば、キーボード、ディスプレイ画面、マイクロフォ
ン、またはスピーカーを含み得る。
【００５７】
　この場合、ＳＰＳ受信機１４１２は、ＳＰＳ伝送を受信および復調して、復調された情
報を相関器１４１８に提供することが可能である。相関器１４１８は、受信機１４１２に
よって提供された情報からの相関関数を適用することができる。例えば、所与のＰＮ系列
の場合、相関器１４１８は、例えば、定義されたコヒーレントな積分パラメータおよび非
コヒーレントな積分パラメータに従って適用され得る相関関数を生み出すことが可能であ
る。相関器１４１８は、トランシーバ１４０６によって提供されたパイロット信号に関す
る情報からのパイロット関連の相関関数を適用することも可能である。チャネル復号器１
４２０は、ベースバンドプロセッサ１４０８から受信されたチャネル記号を基礎となるソ
ースビットに復号することが可能である。チャネル記号が畳み込み符号化された記号を備
える一例では、かかるチャネル復号器は、ビタビ復号器を備え得る。チャネル記号が畳み
込み符号の直列結合または並列結合を備える第２の例では、チャネル復号器１４２０は、
ターボ復号器を備え得る。
【００５８】
　メモリ１４０４は、例えば、これまで説明もしくは提案されてきたプロセスまたは実装
形態のうちの１つまたは複数を実行するために実行可能な命令を格納することが可能であ
る。ＣＰＵ１４０２は、かかる命令にアクセスして、当該命令を実行することが可能であ
る。これらの命令の実行を通じて、ＣＰＵ１４０２は、様々な信号処理関連のタスクを実
行するように相関器１４１８に指令することが可能である。しかし、これらは、特定の態
様において、ＣＰＵによって実行され得るタスクの例に過ぎず、特許請求される主題は、
これらの点に関して限定されない。これらは、測位位置を推定するためのシステムの例に
過ぎず、特許請求される主題は、これらの点に関して限定されないことをさらに理解され
たい。
【００５９】
　特定の実施形態が正に説明されているが、特許請求される主題の範囲は、特定の実施形
態または実装形態に限定されない点を当然理解されよう。例えば、一実施形態は、例えば
、デバイスまたはデバイスの組合せの上で動作するために実施されるなど、ハードウェア
の形であってよく、一方、もう１つの実施形態は、ソフトウェアの形であってよい。同様
に、実施形態は、ファームウェアの形で、または、例えば、ハードウェア、ソフトウェア
、および／もしくはファームウェアの任意の組合せとして実施されてもよい。本明細書で
説明された方法論は、アプリケーションに応じて、様々な手段によって実施されることが
可能である。ハードウェア実装形態の場合、処理ユニットは、１つまたは複数の特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ディジタル信号処理
デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラマブル論理素子（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブル
ゲートアレー（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイク
ロプロセッサ、電子デバイス、本明細書で説明された機能を実行するように設計されたそ
の他の電子ユニット、またはそれらの組合せの中で実施されることが可能である。ファー
ムウェア実装形態および／またはソフトウェア実装形態の場合、これらの方法論は、本明
細書で説明された機能を実施するモジュール（例えば、手順、関数、など）を用いて実施
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械可読媒体が使用され得る。例えば、ソフトウェアコードは、メモリ、例えば、移動局の
メモリ内に格納されて、プロセッサ、例えば、マイクロプロセッサによって実行されるこ
とが可能である。メモリは、プロセッサ内で実施されてよく、またはプロセッサの外部で
実施されてもよい。本明細書で使用される場合、「メモリ」という用語は、任意のタイプ
の長期的メモリ、短期的メモリ、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、またはその他のメモリ
を指し、任意の特定のタイプのメモリもしくは任意の特定の数のメモリ、またはメモリが
格納される媒体のタイプに限定されない。同様に、特許請求される主題の範囲は、この点
に関して限定されないが、一実施形態は、１つもしくは複数の記憶媒体など、１つまたは
複数の物品を備え得る。例えば、１つもしくは複数のＣＤ－ＲＯＭおよび／またはディス
クなど、この記憶媒体は、例えば、コンピュータシステム、コンピューティングプラット
フォーム、またはその他のシステムなど、システムによって実行された場合、結果として
、例えば、先に説明された実施形態のうちの１つなど、特許請求される主題による方法の
実施形態が実行されることが可能な命令を格納し得る。１つの可能な例として、コンピュ
ーティングプラットフォームは、１つもしくは複数の処理ユニットまたはプロセッサ、デ
ィスプレイ、キーボード、および／またはマウスなど、１つもしくは複数の入出力装置、
ならびに／あるいはスタティックランダムアクセスメモリ、ダイナミックランダムアクセ
スメモリ、フラッシュメモリ、および／またはハードドライブなど、１つもしくは複数の
メモリを含み得る。
【００６０】
　先の説明において、特許請求される主題の様々な態様が説明されている。説明の目的で
、特許請求される主題の十分な理解をもたらす目的で、特定の数、システム、および／ま
たは配位が記載された。しかし、この開示の利益を有する当業者にとって、特許請求され
る主題は、特定の詳細なしに実施され得ることは明らかであろう。その他の場合、特許請
求される主題をあいまいにしないように、よく知られている特徴は省略および／または簡
素化された。本明細書において、ある種の特徴が例示および／または説明されているが、
多くの修正形態、代替形態、変更形態および／または均等物は、ここで当業者の頭に浮か
ぶであろう。したがって、添付の特許請求の範囲は、特許請求される主題の真の精神に包
括されるすべてのかかる修正形態および／または変更形態を網羅することが意図される点
を理解されたい。
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